
旭川市障害者移動支援事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１項第８号の規定に基づき、屋外で

の移動に困難がある障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）に対し、外出のための

支援を行うことにより障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とした移

動支援事業（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （移動支援事業者の指定） 

第２条 事業を実施しようとする者は、あらかじめ移動支援事業所指定申請書（様式第１号）

を市長に提出し、移動支援事業者としての指定を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書を提出した者（以下この

条において「申請者」という。）が次の各号に定める要件を満たしているときは、移動支援

事業者として指定することができる。 

⑴ 法第３６条の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第２１条の５の１５の規定に基づく指定障害児通所支援事業者の指

定を受けていること。 

⑵ 保育士の資格を有している者、特別支援学校教諭の資格を有している者、介護職員初任

者研修課程若しくは居宅介護職員初任者研修の修了者又は「居宅介護職員初任者研修等に

ついて」（平成１９年１月３０日付障発第０１３０００１号）の規定により居宅介護職員

初任者研修修了の要件を満たしているものとして取り扱うことができる資格を有している

者を事業に係るサービスの提供者（以下「従業者」という。）として有していること。 

⑶ 削除 

３ 事業を実施しようとする者は、前項各号に掲げる要件のほか、視覚障害者に対するサービ

スの提供にあっては、視覚障害者に対するガイドヘルパー養成研修修了者が行うよう配慮す

るものとする。 

４ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、指定の可否

を決定したときは、移動支援事業所指定決定通知書（様式第２号）又は移動支援事業所不指

定通知書（様式第３号）を申請者に対し、交付するものとする。 

５ 市長は、第１項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、移

動支援事業者としての指定をしてはならない。 



⑴ 申請者が法人でないとき。 

⑵ 申請者が、第４条第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して

５年を経過しない者（同項の規定による取消しに係る通知があった日前１年以内に申請者

である法人の役員又は事業を実施していた事業所を管理する者（以下「役員等」という。）

であった者で、当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含む。）であるとき。 

⑶ 申請者が、第４条第１項の規定による指定の取消しに係る通知があった日から当該取消

しをする日までの間に次条の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につ

いて相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないもの

であるとき。 

⑷ 前号に規定する期間内に次条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申

請者が、同号の通知の日前１年以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当

の理由がある者を除く。）の役員等であった者で、当該届出の日から起算して５年を経過

しないものであるとき。 

⑸ 申請者が、指定の申請前５年以内に法第５条第１項に規定する障害福祉サービス及び法

第７７条第１項の規定による地域生活支援事業に関し、不正又は著しい不当な行為をした

者であるとき。 

⑹ 申請者が、旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第２条第４項第２号から第４号まで

に該当する者であるとき。 

⑺ 申請者である法人において、その役員等のうちに第２号から前号までのいずれかに該当

する者のあるものであるとき。 

⑻ その他市長が指定することを不適当と認めたとき。 

６ 第１項の規定による指定の期間は、当該指定を受けた日から６年とする。 

７ 前項の規定により指定期間経過後、引き続き事業を実施するときは、改めて第１項の規定

による指定を受けなければならない。この場合において、市長が、事業所の運営体制に変更

がないと認めたときは、移動支援事業所指定申請書に添付する関係書類の提出を省略するこ

とができる。 

 （事業の変更等） 

第３条 前条第４項の規定による指定を受けた移動支援事業者（以下「事業者」という。）は、

申請内容に変更があったとき、又は事業を休止若しくは廃止するときは、事業変更・休止・

廃止承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を得なければならない。 



２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認める

ときは、事業変更・休止・廃止承認通知書（様式第５号）を、不適当と認めたときは事業変

更・休止・廃止不承認通知書（様式第６号）を事業者に対し、交付するものとする。 

３ 前項の規定により事業の休止が認められた事業者であって、当該事業を再開しようとする

ものは、事業再開承認申請書（様式第７号）を市長に提出し、その承認を得なければならな

い。 

４ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認める

ときは、事業再開承認通知書（様式第８号）を、不適当と認めたときは事業再開不承認通知

書（様式第９号）を事業者に対し、交付するものとする。 

 （指定の取消し等） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業者に係る指定を取り消

し、又は期間を定めてその効力の全部若しくは一部を停止することができる。 

⑴ 事業者が、不正の手段により第２条の規定による指定を受けたとき。 

⑵ 報酬の請求に関し不正があったとき。 

⑶ 事業者が、不適切な事業運営を行ったとき。 

⑷ 事業者が、法第５０条の規定に基づく指定障害福祉サービス事業所としての指定の取消

しを受けたとき。 

⑸ 旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第４条第１項の規定により指定を取り消された

とき。 

⑹ 事業者である法人の役員等が、第２条第５項第７号に該当するに至ったとき。 

⑺ 次条の規定に基づく調査において、不適切な事業運営を行っていると認められ、かつ、

市長の改善命令に応じないとき。 

⑻ 正当な理由がなく、次項の規定に基づく調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

⑼ その他指定の取消しが必要であると市長が認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により指定を取り消し、又はその効力を停止することを決定したとき

は、事業所指定取消通知書（様式第１０号）又は事業所指定停止通知書（様式第１０号の２）

を当該事業者に対して交付するものとする。 

 （調査） 

第４条の２ 市長は、必要があると認めたときは、事業所その他の関係施設に立ち入り関係書

類等の提出を求め、事業所の運営状況、事業の実施状況等を調査することができる。 



２ 前項の規定に基づく調査に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 （事業の内容） 

第５条 この事業の内容は、障害者等の外出に係る次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 個別型支援    従業者１名が障害者等１名に対して支援を行う 

 ⑵ グループ型支援   従業者１名が障害者等２名に対して支援を行う 

２ サービスの提供範囲は、次の各号に掲げる場合であって、従業者の介助を必要とするとき

とし、原則として１日で用務を終えるものとする。この場合において、サービスの提供は、

原則として障害者等の自宅から始め、当該障害者等の自宅で終えなければならない。 

ただし、障害者等が日常的に利用している通所系障害福祉サービス事業所又は医療機関に

ついては、サービス提供の出発地点又は終了地点とすることができる。 

⑴ 社会生活上必要不可欠な外出（官公庁及び金融機関での手続、公的行事及び冠婚葬祭へ

の出席、生活必需物資の購入、医療機関への通院等） 

⑵ 余暇活動等の社会参加（外食、レジャー、映画鑑賞等） 

なお、通所系障害福祉サービスの送迎を目的とした利用を認めるものではない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、サービスの適用範囲から除くものと

する。 

⑴ 通勤、通学、その他目的地において従業者による介助が必要と認められないとき。ただ

し、主たる介護者が疾病又は入院等の理由により通学の介助を一時的に行うことができな

いときは、この限りでない。 

⑵ 障害者等の一時預かりを目的とした外出のとき。 

⑶ 事業者が主催する活動への参加、又は事業者が所有する施設の利用を目的とした外出の

とき。 

⑷ その他この事業の実施に関し市長が不適当なサービスの提供であると認めるとき。 

４ サービスの提供範囲について前２項の規定により難いときは、市長が別に定める。 

 （対象者） 

第６条 この事業の対象者は、旭川市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、

市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。 

⑴ 視覚又は肢体に重度の障害があり、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第

１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 

⑵ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）に



基づく療育手帳の交付を受けている者 

⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２

項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、又はこの者と同等の障害

を有すると認められる者 

⑷ その他市長が必要と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年１０月３１日障発第１０

３１００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）第２－２－⑶－①に規定する

同行援護の対象者は、この事業の対象者としないものとする。ただし、対象者が利用しよう

とするサービスが同行援護で提供できない場合については、この限りでない。 

 （利用の申請） 

第７条 事業を利用とする障害者等又はその保護者及び代理人（以下「利用申請者」という。）

は、移動支援事業利用申請書（様式第１１号）を市長に提出するものとする。 

 （利用の決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否

を決定したときは、移動支援事業支給決定通知書（様式第１２号。以下「決定通知書」とい

う。）又は移動支援事業利用不承認通知書（様式第１３号）を利用申請者に交付するととも

に、支給の決定をした障害者等（以下「利用者」という。）を移動支援事業利用者名簿に登

載するものとする。 

２ 前項の名簿は、電磁的記録により作成し、及び管理することができる。 

 （支給決定期間及び更新申請） 

第９条 前条の規定による支給決定の期間は、当該決定を行った日から起算して１年とする。 

２ 利用者が、支給決定の期間満了後、引き続き事業を利用しようとするときは、支給決定期

間満了日前６０日以内に第７条の規定による申請を行わなければならない。 

 （利用の変更及び中止） 

第１０条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業利用変更（中止）

届（様式第１５号）を市長に提出するものとする。 

⑴ 利用者が、住所等を変更したとき。 

⑵ 利用者の心身の状況に大きな変更があったとき。 



⑶ 利用者負担額に変更があるとき。 

⑷ 利用者が事業の利用を中止しようとするとき。 

 （支給決定の取消し） 

第１１条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取

り消すものとする。 

⑴ 利用者が、第６条に規定する対象者でなくなったとき。 

⑵ 利用者が、不正又は虚偽の申請により支給の決定を受けたとき。 

⑶ その他事業を利用することが不適当であると市長が認めたとき。 

（利用の方法） 

第１２条 事業者は、事業の実施に当たり、利用者と契約書を交わし、直接契約するものとす

る。この場合において、事業者は、当該利用者の決定通知書により支給の決定に係る事項を

確認しなければならない。 

 （報酬額） 

第１３条 この事業に対する報酬額は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 個別型支援    

ア 最初の１時間まで ３０分当たり１，３００円 

イ １時間を超える部分 ３０分当たり１，２００円 

 ⑵ グループ型支援  

ア 最初の１時間まで 利用者１名につき３０分当たり９４０円 

イ １時間を超える部分 利用者１名につき３０分当たり８４０円 

２ 前項に規定する報酬額は、従業者が利用者を介助し始めてから、介助が終了するまでの時

間を基準として算定するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間は報酬額の算定から除くものとする。 

⑴ 医療機関における診察、治療等に長期間を要する場合であって、従業者が介助すること

ができない時間 

⑵ 公共交通機関以外を利用して移動する場合であって、従業者が運転に要している時間 

 （利用料等） 

第１４条 市は、前条第１項各号に規定する報酬額の１００分の９０に相当する額を負担する

ものとする。ただし、利用者又はその属する世帯が、生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残



留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による被支援

世帯（単給世帯を含む。）にあっては、市が報酬額の全額を負担する。 

２ 利用者は、報酬額から前項本文に定める市が負担する額を控除した額を事業者に支払うも

のとする。 

３ 利用者は、前項に規定する額のほか、当該利用者及び従業者に係る用務先までの交通費、

用務先での入場料等の必要経費等を負担するものとする。 

 （報酬の請求及び支払） 

第１５条 事業者は、事業を実施した月の翌月１０日（実施した月が３月であるときは、３月

３１日）までに、市長に対し、当該月に係る実施内容を報告するものとする。 

２ 市長は、前項の報告があったときは、その内容を検査しなければならない。 

３ 事業者は、前項の検査に合格したときは、その報酬を移動支援事業請求書（様式第１６号）

により請求することができる。 

４ 市長は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、当該請求があった日から３０

日以内に事業者に対し、市が負担すべき報酬額を支払うものとする。 

 （苦情解決） 

第１６条 事業者は、事業に関する苦情処理窓口を設けなければならない。 

２ 事業者は、事業の実施に関し、市長から指導又は助言を受けたときは、必要な改善を行う

とともに、当該改善の内容を市長に報告しなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第１７条 事業者は、事業の実施において事故が発生した場合は、速やかに事故に対処し、市

長及び保護者等に連絡しなければならない。 

２ 事業者は、事業の実施において賠償すべき事故が起きた場合は、速やかに損害賠償を行わ

なければならない。 

 （遵守事項） 

第１８条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制

を定めておかなければならない。 

２ 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修等の機会を確保しなければならない。 

３ 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービスの提供記録に関する諸記録を整備し、サー

ビスを提供した日の属する年度の翌年度の初日から５年間は保存しなければならない。 

４ 事業者は、従業者に変更があったときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。 



５ 事業者は、サービスの提供時に事業者又は従業者が所有する車輌を使用する場合において

は、当該車輌の運行方法及び手続について道運法の規定に基づき実施しなければならない。 

 （禁止事項） 

第１９条 事業者は、事業の一部又は全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 利用者は、事業に係る利用の権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

３ 事業者は、利用者の二親等内の親族（姻族を含む。）又は同居の親族を当該利用者に対す

るサービスの提供に従事させてはならない。 

４ 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業の

廃止後又は従業者でなくなったときも、同様とする。 

 （その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。 

    

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ 平成１８年度については、支給決定期間の更新に伴う事務作業量の平準化を図るために第 

９条に規定する支給決定期間を別表のとおりとする。 

３ 第１４条に規定する市の負担割合は平成２１年３月３１日までの間、報酬額の１００分の

９５に相当する額を負担するものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年６月９日から施行し、平成２０年５月１日から適用とする。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年７月１１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月２４日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 第１４条に規定する市の負担割合は平成２２年３月３１日までの間、報酬額の１００分の９

５に相当する額を負担するものとする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 



２ 施行日から平成２３年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

    附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から平成２４年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。     

    附 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から平成２５年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

    附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日において、既に訪問介護に関する１級課程若しくは訪問介護に関する２級課程（以

下「旧課程」という。）を修了している者又は施行日の際に現に旧課程を受講中で施行日後

に当該旧課程を修了した者については、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第２条第２項第

２号に規定する介護職員初任者研修の修了者とみなす。 

３ 施行日から平成２６年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から平成２７年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から平成２８年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

３ この要綱による改正後の第１４条第１項の規定は、平成２６年１０月１日から適用とする。 

      附 則 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

   附 則 



１ この要綱は、平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から平成２９年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から平成３０年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から平成３１年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から平成３２年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条

第１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から令和３年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条第

１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

      附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から令和４年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条第

１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

      附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から令和５年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条第

１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

      附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から令和６年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条第



１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

     附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条第

１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

      附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から令和８年３月３１日までの間は、旭川市障害者移動支援事業実施要綱第１４条第

１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の９５」とする。 

      附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


